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日本国憲法の問題点と自民党の２０１２新憲法草案（１）
日本国憲法：前文に問題

⇒この書きぶりは、日本国民が自身で書いたものとは思えない。
また、国や郷土を愛し、自ら守ることも記述されていない。

自民党の新憲法草案（前文 ［抜粋］）
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴
く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づい
て統治される。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重
するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成
する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や
科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、
この憲法を制定する。

日本国憲法：元首・国旗・国歌の規定なし

独立国家でありながら、日本国憲法には国の元首の規定がない。また、
国民統合の証となる国旗や国歌の規定もない。

自民党の新憲法草案（第１章　天皇）
第一条　天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴で
あって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第三条　国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
２　日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

日本国憲法：国防・領土保全規定なし

日本国憲法には、国と国民を守ることが規定されておらず、主権の存す
る領土・領海・領空・資源を保全する規定もない。
国民の生命・財産を守ることは国家最大の使命だが、国の基本法にその
条項がない。

現行憲法 第九条
第九条　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権
の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。

２　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

自民党の新憲法草案（第２章　安全保障）
第九条　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権
の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争
を解決する手段としては用いない。

２　前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二　我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内
閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

３　国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定
めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調し
て行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守る
ための活動を行うことができる。

第九条の三　国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び
領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

パリ不戦条約
第一条　締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、そ
の相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、そ
の各自の人民の名において厳粛に宣言する。

第二条　締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因
のがどのようなものであっても、平和的手段以外にその処理又は解決を求め
ないことを約束する。

日本国民は、（略）平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの
安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷
従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会におい
て、名誉ある地位を占めたいと思ふ。


